
◆使用希望日の1ヶ月前～2週間前まで

◆使用開始日

越前町移住・二地域居住体験施設「モハージュ・ラフーラ」申請から使用後までの流れ

使用者 越前町

以下の書類等を提出してください

体験施設使用申請 申請の受理・審査

　【申請に必要な書類等】
　通常２週間ほどかかります。

　申請書やアンケートを基に

　適宜、電話やメールで確認

　を行う場合があります。

　① 体験施設使用申請書（様式第１号）

　② 本人確認ができる書類等

　③ 体験プログラム利用申込書

　④ 利用アンケート（申込時）

使用不可

使用承諾書等の確認 使用承諾書等の送付

　① 使用承諾書の確認及び了承

　② 遵守事項の確認

　③ 寝具が必要な場合、リース業者への連絡

　④ 体験プログラム料金の支払い

　① 使用承諾書(様式第３号)

　② 使用者の遵守事項

　③ 寝具リース料金表

入居説明 入居説明

　担当者が施設でお待ちしていますので、申請書に記入した使用開始

予定時刻までに直接お越しください。入居説明後、鍵をお渡ししま

す。

　① 承諾書の確認

　② 使用に関しての説明

　③ 体験プログラムの説明

　④ 鍵の受け渡し

　【ご持参いただく書類】

　① 町が送付した使用承諾書(様式第３号)

　② 体験プログラム料金支払いの証明に関するもの

体験プログラムの実施

使 用 開 始

審査の結果

承諾

審査の結果

不承諾
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◆使用中

◆使用終了日

越前町

　退去時、担当者が立会います。

　① 施設の清掃及び原状回復した上で明け渡し

　② 鍵の返却

　③ リースした寝具の業者への返却

　④ 使用終了報告書の提出（様式第４号）

　① 施設の状態確認

　② 鍵の受け取り

   ③ 報告書の回収

施設・物品等の破損（汚損・滅失）

施設破損（汚損・滅失）届の提出(様式第６号) 破損等の状況確認

損害賠償義務催告・請求

施設の明け渡し 立会いの下、施設確認

遵守、禁止事項・損害賠償義務違反 遵守、禁止事項・損害賠償義務

違反の確認

義務の催告

使用不可（取消し） 使用承諾の取消し

使用者

使 用 開 始

不履行履 行

履 行 不履行

使 用 終 了

施設使用終了後の確認等

施 設 退 去
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